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児童福祉法等（抜粋） 

 

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号） 

第三節 児童福祉審議会等 

第八条 第九項、第十八条の二十の二第二項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五

条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調

査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。た

だし、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第十二条第一項の規定により同法第七条第一項

に規定する地方社会福祉審議会（第九項において「地方社会福祉審議会」という。）に児童福祉に

関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。 

２ 前項に規定する審議会その他の合議制の機関（以下「都道府県児童福祉審議会」という。）は、同

項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することがで

きる。 

３ 市町村は、第三十四条の十五第四項の規定によりその権限に属させられた事項及び前項の事項を調

査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 

４ 都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関（以下

「市町村児童福祉審議会」という。）は、市町村長の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は

関係行政機関に意見を具申することができる。 

５ 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会（以下「児童福祉審議会」という。）は、特に

必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めるこ

とができる。 

 

第九条 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることが

できる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のあ

る者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 

２ 児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くこと

ができる。 

３ 児童福祉審議会の臨時委員は、前項の事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、か

つ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道

府県知事又は市町村長が任命する。 

４ 児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。 

 

第二十七条 都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による

送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 

一 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 

二 児童又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若しくは事務所

に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該児童若しくはその保護者の住所若しく

は居所において、児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道
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府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害者等相談支援事業に係

る職員に指導させ、又は市町村、当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター、当

該都道府県以外の障害者等相談支援事業を行う者若しくは前条第一項第二号に規定する内閣府

令で定める者に委託して指導させること。 

三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施

設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 

２ 都道府県は、肢体不自由のある児童又は重症心身障害児については、前項第三号の措置に代えて、

指定発達支援医療機関に対し、これらの児童を入院させて障害児入所施設（第四十二条第二号に規

定する医療型障害児入所施設に限る。）におけると同様な治療等を行うことを委託することができ

る。 

６ 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置（第三項の規定

により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。）

若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除

し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

 

第三十三条の十五 都道府県児童福祉審議会は、第三十三条の十二第一項の規定による通告又は同条第

三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知しなければならな

い。 

２ 都道府県知事は、前条第一項又は第二項に規定する措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内

容、当該被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項を都道府県児童福祉審議会に報告しな

ければならない。 

３ 都道府県児童福祉審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項につい

て、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。 

 

第三十五条 国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設（助産施設、母子生活支援施設、保育所

及び幼保連携型認定こども園を除く。）を設置するものとする。 

４ 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得

て、児童福祉施設を設置することができる。 

６ 都道府県知事は、第四項の規定により保育所の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都

道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。 

 

第四十六条 都道府県知事は、第四十五条第一項及び前条第一項の基準を維持するため、児童福祉施設

の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従

事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の

物件を検査させることができる。 

４ 都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が第四十五条第一項の基準に達せず、かつ、児童福

祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設

置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 



 

第五十九条 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第六条の三第九項から第

十二項まで若しくは第三十六条から第四十四条まで（第三十九条の二を除く。）に規定する業務を

目的とする施設であつて第三十五条第三項の届出若しくは認定こども園法第十六条の届出をしてい

ないもの又は第三十四条の十五第二項若しくは第三十五条第四項の認可若しくは認定こども園法第

十七条第一項の認可を受けていないもの（前条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業

等の認可を取り消されたもの又は認定こども園法第二十二条第一項の規定により幼保連携型認定こ

ども園の認可を取り消されたものを含む。）については、その施設の設置者若しくは管理者に対

し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、

その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合に

おいては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。 

５ 都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、

都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 

 

第五十九条の四 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都

市及び中核市並びに児童相談所を設置する市（特別区を含む。以下この項において同じ。）として

政令で定める市（以下「児童相談所設置市」という。）においては、政令で定めるところにより、

指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市（以下「指定都市等」という。）が処理するものと

する。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として

指定都市等に適用があるものとする。 

 

 

児童福祉法施行令（昭和二十三年政令第七十四号） 

第二十九条 都道府県知事は、法第六条の四第三号の規定により里親の認定をするには、法第八条第二

項に規定する都道府県児童福祉審議会（同条第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項

ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。）の意

見を聴かなければならない。 

 

第三十二条 都道府県知事は、法第二十七条第一項第一号から第三号までの措置（同条第三項の規定に

より採るもの及び法第二十八条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。）

若しくは法第二十七条第二項の措置を採る場合又は同条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二

項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者

の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉

審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童

福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。 

 

 

第四十五条の三 児童相談所設置市において、法第五十九条の四第一項の規定により、児童相談所設置

市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務



（省略）は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。 

４ 第一項及び第二項の場合においては、児童相談所設置市は、第六項の規定によりその権限に属させ

られた事項を調査審議するため、法第八条第三項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合

議制の機関を置くものとする。 

５ 第一項及び第二項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機

関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議する

ことができる。 

６ 第一項及び第二項の場合においては、第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の

機関は、法第八条第九項、第二十七条第六項、第三十三条の十五第三項、第三十五条第六項、第四

十六条第四項及び第五十九条第五項の規定による権限を有するものとする。この場合においては、

第四項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を都道府県児童福祉審議会とみな

して、法第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三並びに第三十三条の十五第一項、

第二項及び第四項の規定を適用する。 

 

 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七

号） 

（都道府県における合議制の機関） 

第二十五条 第十七条第三項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定によりその権限に属させ

られた事項を調査審議するため、都道府県に、条例で幼保連携型認定こども園に関する審議会その

他の合議制の機関を置くものとする。 

 

 

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例 平成 11 年 12 月 24 日 都条例第 106 号 

三十五の三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法

律第七十七号。以下この項において「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二

号。以下この項において「府省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの 

ヲ 法第二十五条の規定による合議制の機関の設置 

 

 

 

 

 


